
千葉ポートタワー法面陥没箇所埋戻し業務委託 

特記仕様書 

 

第１章  総則 

 

第１条（適用） 

この特記仕様書は、千葉ポートタワー法面陥没箇所埋戻し業務委託（以下「本業務」とい

う。）に適用する。 

 

第２条（目的） 

 本業務は、千葉ポートタワー法面における陥没箇所について、第三者被害を防止するため

に必要な埋戻し作業を実施することを目的とする。 

 

第３条（業務の指示） 

（１）本業務の受注者は、業務を実施するに当たり当該契約に基づき、発注者と常に密

接な連絡を取り、その指示及び監督を受けなければならない。 

（２）受注者は、本業務の各段階に着手するときは、当該段階の計画立案等について発

注者の承認を受けなければならない。 

（３）受注者は、本仕様書の解釈に疑義を生じた事項及び仕様書に明記していない事項

については、発注者と前もって協議しその指示に従わなければならない。 

 

第４条（諸法規の遵守） 

 本業務は、傷害その他事故発生を未然に防止するよう努力するとともに労働基準法その

他関係法規を遵守し、円滑に行わなければならない。事故傷害等の生じた場合の損害に要す

る費用は受注者の負担とする。 

 

第５条（履行期間） 

本業務の履行期間は、契約締結日の翌日から令和３年１０月３１日までとする。 

 

第６条（準拠する法令等） 

本業務の実施においては、本特記仕様書によるほか以下の関係法令に基づき実施するも

のとする。 

（１） 千葉市公園緑地工事共通仕様書 

（２） 千葉市土木工事共通仕様書 

（３） その他関係法令 

 

 



第７条（造園工） 

 本業務の造園工は、造園工事について相当程度の技能を有し、主として次に掲げる作業に

ついて主体的業務を行うものとする。 

（１） 樹木の植栽 

（２） 公園、庭園、緑地等の苑地を築造する工事における次の作業 

ア 芝等の地披類の植付け 

イ 地ごしらえ 

 

第８条（現場代理人） 

現場代理人は本業務の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営・取締りを行うものとす

る。 

 

第９条（主任技術者） 

 本業務の主任技術者は、２級造園施工管理技士の資格を有するものとし、現場代理人を兼

ねることができる。 

 

第１０条（貸与資料） 

発注者は、本業務の実施にあたり、業務遂行上必要な資料がある場合、速やかに本市へ申

告すること。本市が妥当と判断した場合に限り、資料提供を行うものとする。受注者は貸与

された資料について責任を持って保管し、紛失、汚損等を生じないように十分注意するとと

もに、業務終了後に速やかに発注者に返却するものとする。また、複製した資料は、作業終

了後速やかに廃棄処分を行うものとする。 

 

第１１条（工事中の安全確保） 

 工事の施工に当たっては，「道路工事保安施設設置基準」及び「道路工事現場における標

示施設等の設置基準」に基づき適切な交通管理及び標示施設の設置を行うものとする。ただ

し、これにより難い場合は発注者と協議するものとする。 

 

第１２条（天災対策） 

 地震発生等の天災に備えて、あらかじめその対応策を定めておくものとする。 

 

第１３条（過積載による違法運行の防止） 

 受注者は、工事の施工にあたっては、次の各号を遵守するものとする。 

（１）積載重量制限を越えて土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 

（２）さし枠装着車、不表示車等に土砂等を積み込まず、また積み込ませないこと。 

（３）過積載車両、さし枠装着車、不表示車等から土砂等の引き渡しを受ける等過積載等

を助長することのないようにすること。 



（４）取引関係のあるダンプカー事業者が過積載を行い、又はさし枠装着者、不表示車等

を土砂等運搬に使用している場合は，早急に不正状態を解消する措置を講ずること。 

（５）建設発生土の処理及び骨材の購入等にあたって、下請事業者及び骨材納入業者の利 

益を不当に害することのないようにすること。 

（６）以上のことにつき、下請業者にも十分指導すること。 

 

第１４条 本業務の作業区分は下表によるものとする。 

作業区分 施工区分 

昼間作業 全ての工事 

夜間作業 該当なし 

昼夜間作業 該当なし 

ただし、上記区分に変更を要する場合は発注者の承諾を得るものとする。 

 

第１５条（植栽） 

（１）芝は野芝とする。 

   数量：８０㎡ 

（２）法面周囲の植栽は、オオムラサキツツジとする。 

樹高：０．４ｍ以内 

数量：２０本 

 

第１６条（埋戻土） 

埋戻土は山砂の購入土とし、必要な許可申請を行うこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



第２章  業務内容 

 

第１６条（業務概要） 

本業務の業務概要は以下の項目とする。 

 （１）陥没箇所埋戻し 

   ア 500kgコンテナバックに山砂を詰め法面まで運搬 

   イ 埋戻しランマー転圧 

   ウ 法面整形 

（２）工事写真帳作成 

 

第１７条（工事対象箇所） 

本業務の工事対象箇所は以下のとおりとする。別紙案内図参照。 

なお、案内図に表記されている数値は概算であり、現地調査の上、再度積算すること。 

・ 千葉ポートタワー法面における陥没箇所 

（千葉市中央区中央港1丁目地内）  

 

第１８条（計画準備） 

受注者は本特記仕様書に示す業務内容を確認した上で、全体計画を立案し、作業フロー、

作業内容、人員構成等を検討し、作業が円滑に実施できるよう業務計画書を作成し、発注者

の承認を受けるものとする。 

 

第１９条（打合せ協議） 

打合せ協議は、必要に応じて適宜行うものとする。また、受注者は打合せ議事録を作成し、

発注者の承認を受けるものとする。 

 

第２０条（その他） 

 本業務の積算には、以下の項目を使用すること。 

（１） 準備工（低木撤去・処分、単管バリケード設置など） 

（２） 法面埋戻し 

（３） 法面復旧工 

（４） 安全費（交通誘導警備員など） 

（５） 運搬費（重機回送など） 

（６） 諸経費（現場管理費、共通仮設費、一般管理費、法定福利費など） 


